
～就学援助制度～　

学校の集金が払えなくて困っているんですが・・・

学用品とか体操着も買わないといけないし・・・

経済的にお困りの世帯を対象に、

就学に必要なお金の一部を援助する

「就学援助制度」がありますよ。

援助を受けるには申請手続きが必要ですね。

申請用紙はどこでもらえるの？

学校に相談して、申請用紙をもらってください。

申請書類の提出先は？

お子さんが通学する学校に提出してください。

申請するときに必要な添付書類は？ ［R6.6月～R7.5月申請の場合］

児童扶養手当受給証書の写し

令和6年１月１日の住民登録地が日光市外の場合

対象になるかどうかは、どうやって決めるの？

教育委員会で世帯の収入を調査し、審査を行います。必要に応じ、民生委員に意見を聞くことがあります。

審査結果（認定または却下）は通知でお知らせします。

認定になったら、学校の集金は払わなくていいの？

学校集金は、支払いをお願いします。

支給金額はどうやって決まるの？

年間の支給額に上限があるもの（眼鏡購入費など）があります。

年度の途中から認定となった場合は、認定月以降にかかる費用を援助します。

お金は、いつ、どうやって支給されるの？

支給内容によって、学期ごとに支給されるもの、実施後に支給されるものなどがあります。

入学準備金以外は学校を通じて支給されます。学校集金に未納があるときは、学校集金に充てられます。

対象となる世帯・支給内容は裏面「就学援助制度のごあんない」をご覧ください。

学校のお金のことでお困りの方へ

※ただし、小学生と中学生がいる場合は、まとめて小学校に提出。

児童扶養手当を受給している場合

・退職証明書、または、雇用保険受給資格者
証のコピー（受給している場合）

・生計同一世帯員全員の給与証明書等の写し
など、直近３か月分の収入が確認できるもの

住民税決定証明書、または、非課税証明書
※令和6年１月１日に住民登録していたところの役場で取得できます。

年間の支給額が定額のもの（学用品費など）、かかった費用に応じて支給するもの（修学旅行費など）、

病気・災害・失業などの事情により、令和５年中の
収入額と現在の収入額が、大きく変わった場合



［準要保護に認定となる世帯］

①市民税が非課税または減免されている世帯

②児童扶養手当を受給している世帯

③生活保護に準ずる程度に所得が低く、援助が必要と認められる世帯

④生活保護を停止または廃止された世帯や、病気や失業などで収入が著しく減少した世帯　など

認定になると次の費目の援助が受けられます。金額は年額です。認定月によって月割となります。

学用品費 ○ 学期ごと

通学用品費（１年生以外） ○ 学期ごと

入学準備金　※１ ○ 入学前

新入学用品費　※２ ○ ４月下旬～５月

校外活動費（宿泊あり） ○ ３学期

校外活動費（宿泊なし） ○ ３学期

臨海自然教室活動費 〇 ○ 実施後

修学旅行費 〇 ○ 実施後

通学費（定期券購入費） ○ 学期ごと

学校給食費 ○ 学期ごと

医療費（現物支給）　※3 〇 ○ その都度

眼鏡購入費（現物支給）※4 ○ その都度

体育実技用具費 ○ ３学期

クラブ活動費　※5　 ○ ３学期

児童会費・生徒会費 ○ ３学期

PTA会費 ○ ３学期

卒業アルバム費 ○ ３学期

※１　2月までに入学準備金の申込をした6年生、新小学1年生（年長児）に限ります。

※２　入学準備金の支給を受けずに入学した、4月認定の1年生に限ります。

※３　むし歯や結膜炎などの特定の病気に限ります。

※４　購入後、使用している眼鏡に不都合が生じ、再度購入する際にも該当になります。（故意の破損等を除く）

※５　スポーツ少年団は、対象外です。

制度のこと、心配ごとなど、お気軽にお問い合わせください！

日光市立今市第三小学校　℡０２８８－２１―０８３７　

日光市教育委員会　学校教育課　（日光市役所　東庁舎　２階）　℡０２８８－２１－５１６７　

～就学援助制度のごあんない～
　日光市には、経済的な理由で小・中学校に通うお子さんの学用品や学校給食費の支払にお困りのご家庭に対
して、その費用の一部を援助する「就学援助制度」があります。

★どんな世帯が援助の対象になるの？

対象になるのは、生活保護を受けている世帯（要保護）と、生活保護に準じて困窮している世帯（準要保護）です。

モデル世帯

２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯

母（40歳）、子（小２）
父（40歳）、子（中１）,

子（小４）

父（40歳）、母（40
歳）、子（中１）、子

（小１）

父（40歳）、母（37
歳）、子（小１）、子（５

歳）、子（３歳）

父（40歳）、母（37
歳）、子（中１）、子
（小５）、子（小１）

認定の基準となる
世帯の所得の目安

２００万円程度 ２８０万円程度 ３１５万円程度 ３１０万円程度 ３５５万円程度

※上記はモデル世帯です。世帯員の人数が同じでも、世帯構成や年齢などにより基準金額は変わります。
※住民登録上の世帯の別にかかわらず同居している方、及び別居（単身赴任や就学等）しているが生計を同じくする方を含む生計
同一世帯全員の所得です。

★令和6年度の支給内容、支給時期

生活保護世帯
生活保護に準ずる
世帯（準要保護） 小学校 中学校 支給時期

 11,630円 22,730円

2,270円 2,270円

57,060円 63,000円

57,060円 63,000円

3,690円まで 6,210円まで

1,600円まで 2,310円まで

実費の一部

実費 実費

実費 実費

5,550円まで

実費 実費

自己負担額 自己負担額

16,000円まで 16,000円まで

3,450円まで 4,260円まで

11,000円まで 8,800円まで

実費

2,760円まで 30,150円まで

4,650円まで


